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内部統制システム構築の基本方針について

当社は、平成１８年５月２５日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本

方針について、別紙のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

以 上

＜別紙＞内部統制システム構築の基本方針

 



＜別紙＞

内部統制システム構築の基本方針

当社は、業務の有効性・効率性の向上、財務報告の信頼性の確保、法令・定款等の順守、

資産の保全という内部統制の目的を達成するため、次のとおり、内部統制システム構築の

基本方針を定めます。

また、社長執行役員を統括責任者とする「内部統制システム委員会」を設置し、システム

の整備状況を監督するとともに、継続的に改善を行い、企業価値の向上を図ります。

１．取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制の整備

（１）取締役は 「松坂屋グループ企業行動憲章 「取締役規程」等の行動規範に基づき、 」、

職務を執行し、取締役会を通じて代表取締役の業務執行の監視、監督を行う。

（２）監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧等により、

取締役会の意思決定と代表取締役の業務執行の状況について監査を行う。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制の整備

「文書保存管理規程」に基づき、取締役の職務執行に係る重要な情報を記録、保存

するとともに、取締役および監査役が、随時これらの記録を閲覧できる状態を維持

する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制の整備

（１）公正取引、個人情報保護等のリスクカテゴリー毎にリスク管理責任者を定め、それ

ぞれにリスク管理体制を構築する。

（２）松坂屋グループ各社の代表者による「グループリスクマネジメント委員会」を設置

し、グループ各社のリスク管理体制を監視、監督する。

（ ）「 」 、 、３ 内部統制システム推進委員会 は 前２項のリスク管理体制を監督するとともに

継続的に改善する。

（４）監査室は、リスク管理の実施状況を監査し、その結果を定期的に社長執行役員に報

告する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の整備

（１）中期経営計画を策定し、目標達成のための活動を行い、その進捗状況を管理する。

（２）取締役の職務の役割分担、責任権限を明確にするとともに、執行役員へ権限を委譲

し、職務執行を効率的かつ迅速に行う。

（３）重要な経営課題について、経営会議で十分な検討を行い、経営上の意思決定を迅速

に行う。



５．使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制の整備

（１ 「社員行動指針 「営業取引基本規程」等の社内規程の周知徹底と、職務に関連し） 」、

た法令の順守を徹底するために、定期的に教育を行う。

（２ 「松坂屋グループ企業倫理ヘルプライン」を設けて、通報者保護の徹底、社外窓口）

の設置など、不正な行為を通報できる体制を整える。

（３）監査室は、使用人の職務執行の状況について、定期的に内部監査を行う。

６．当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制の整備

（１ 「グループ会社管理規程」に基づき 「グループ会社業務連絡会」を開催するほか、） 、

連結子会社の重要事項の決定にあたり、当社の承認を義務づけるなど、連結子会社

の経営管理を行う。

（２）松坂屋グループにおける企業倫理の徹底、コンプライアンス経営を推進するため、

「松坂屋グループ企業倫理ヘルプライン」を活用する。

（３）監査役は、主要な連結子会社について、会計監査および業務監査を実施する。

（４）監査室は、松坂屋グループ各社の内部監査を定期的に実施する。

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に

関する事項

監査役会事務局を設置し、監査役の職務を補助する専任の使用人を配置する。

８．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役会事務局員の独立性を確保するため、配置する使用人の人事異動および考課

等については、事前に監査役会の同意を得る。

９．取締役および使用人が監査役に報告をするための体制の整備

（１）監査役は、会計監査人および監査室より、取締役および使用人の業務の適法性・

妥当性について報告を受ける。

（２）監査役は、経営会議その他重要な会議に出席するほか、取締役および使用人に対し

て、随時、職務遂行についての報告を求めることができる。

（３）重要な議事録、社内決裁書類を、監査役が随時閲覧できる状態を維持する。

（４）監査役は 「松坂屋グループ企業倫理ヘルプライン」の通報状況について報告を、

受ける。

１０．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制の整備

（１）監査役会は、代表取締役、会計監査人および監査室とそれぞれ定期的に意見交換を

行う。

（２）監査役会は、必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントなどの

外部専門家を活用することができる。

以 上


